
番号 22

　　　処　　　 分 　　　名

処　分　の　概　要

　　　根　拠　法　令　名

　　　条　　　　　　　　  項

　　　所　　　管　　　課 公園緑地課

　　　経由機関での処理期間 なし

　　　所管課での処理期間 20日

　　　標　準　処　理　期　間 計 20日

審　査　基　準

【根拠法令等】

 松山市墓地条例

（使用料の減免）
第６条　市長は，特に必要と認めたときは，使用料を減免することができる。

審査基準及び標準処理期間整理個表

墓地使用料の減免

市営墓地の使用者の申請に基づき、第5条で規定する使用料の減免を行う。

松山市墓地条例（昭和39年条例第17号）

第6条

未設定



手続の流れ

市 民 所 管 課

申請

交付

処理日数 ２０日


